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論
考

韋
昭
「
博
弈
論
」
と
儒
教
的
理
念

髙
橋

康
浩

は
じ
め
に

韋
昭
の
「
博
弈
論
」
は
名
文
と
し
て
評
價
さ
れ
、
梁
の
昭
明
太
子
に
よ
っ
て
『
文

選
』
に
採
録
さ
れ
た
。
論
題
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
博
弈
と
は
、
圍
碁
・
す
ご
ろ

く
・
博
打
の
一
種
と
も
言
わ
れ
る
が
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
時
に
金
錢
や
物
を
賭

（

一

）

け
て
對
戰
す
る
遊
戲
ら
し
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
國
時
代
に
存
在
し
た
娯
樂
の

一
つ
で
あ
る
。

（

二

）

「
博
弈
論
」
は
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に
所
收
さ
れ
て
お
り
、
絶
對

的
な
文
章
量
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
同
列
傳
の
お
よ
そ
三
分
の
一
を
占
め
て
い

る
。
そ
の
韋
曜
傳
に
は
、

（

三

）

韋
曜

字
は
弘
嗣
、
呉
郡
雲
陽
の
人
な
り
。
…
…
時
に
蔡
穎
も
亦
た
東
宮
に

在
り
、
性

博
弈
を
好
む
。
太
子
（
孫
）
和

以
て
無
益
と
爲
し
、（
韋
）
曜
に

命
じ
て
之
を
論
ぜ
し
む
。
其
の
辭
に
曰
く
…
…
。

と
あ
り
、
著
述
の
經
緯
を
簡
潔
に
記
し
て
本
文
を
載
せ
る
。
孫
和
の
太
子
時
代
（
二

四
二
～
二
五
〇
年
）
、
博
弈
を
好
む
蔡
穎
な
る
臣
下
を
窘
め
る
た
め
韋
昭
に
よ
っ
て

著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
で
は

よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

（

四

）

後
、
羣
寮

宴
に
侍
し
、
言
は
博
弈
に
及
ぶ
。
以
爲
へ
ら
く
、
「
事
を
妨
げ

日
を
費
せ
ど
も
用
に
益
無
く
、
精
を
勞
し
思
ひ
を
損
へ
ど
も
終
に
成
す
所
無

く
、
德
を
進
め
業
を
脩
め
、
功
緒
を
積
累
す
る
所
以
の
者
に
非
ざ
る
な
り
。

且
つ
志
士
は
日
を
愛
し
み
力
を
惜
し
み
、
君
子
は
其
の
大
な
る
者
を
慕
ひ
、

を

高
山
景
行
し
て
、
其
の
次
に
非
ざ
る
を
恥
づ
。
夫
れ
天
地
の
長
久
を
以
て
す

る
も
、
而
れ
ど
も
人
の
其
の
閒
に
居
る
や
、
白
駒
の
隙
を
過
ぎ
る
の
喩
有
り
、

年
齒
一
た
び
暮
れ
る
や
、
榮
華

再
な
ら
ず
。
凡
そ
患
ふ
所
の
者
は
、
人
の

情
の
絶
つ
能
は
ざ
る
所
に
在
り
。
誠
に
能
く
無
益
の
欲
を
絶
ち
て
、
以
て
德

義
の
塗
を
奉
じ
、
不
急
の
務
め
を
棄
て
、
以
て
功
業
の
基
を
脩
む
れ
ば
、
其

み
ち

れ
名
行
に
於
て
、
豈
に
善
か
ら
ず
哉
。
夫
れ
人
の
情
は
猶
ほ
嬉
娯
無
き
能
は

ざ
る
も
、
嬉
娯
の
好
は
亦
た
飲
宴
・
琴
書
・
射
御
の
閒
に
在
り
。
何
ぞ
必
ず

し
も
博
弈
し
て
、
然
る
後
に
歡
と
爲
さ
ん
」
と
。
乃
ち
侍
坐
す
る
者
八
人
に

命
じ
て
、
各
々
論
を
著
は
し
て
以
て
之
を
矯
す
。
是
に
於
て
中
庶
子
の
韋
曜

退
き
て
論
奏
し
、
（
孫
）
和

以
て
賓
客
に
示
す
。
時
に
蔡
穎

弈
を
好
み
、

事
に
直
り
て
署
に
在
る
者
頗
る
斅
ふ
が
故
に
、
此
を
以
て
之
を
諷
す
。

あ
た

な
ら

と
あ
る
。
韋
昭
が
仕
え
た
太
子
孫
和
は
博
弈
に
何
の
價
値
も
見
出
だ
さ
ず
、
博
弈

の
無
益
性
お
よ
び
そ
れ
に
興
じ
る
者
た
ち
へ
の
訓
戒
を
垂
れ
る
。
こ
れ
が
韋
昭
の

手
に
よ
っ
て
論
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
「
博
弈
論
」
を
專
論
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
管
見
の
限
り
、

王
永
平
《
二
〇
〇
五
》
が
最
も
深
く
論
じ
て
い
る
。
王
は
「
博
弈
論
」
に
儒
家
の

正
統
的
遊
娯
觀
が
見
ら
れ
、
孫
和
と
韋
昭
の
價
値
觀
が
完
全
一
致
す
る
こ
と
を
述

べ
た
上
で
、
こ
う
し
た
儒
家
的
價
値
觀
の
發
露
を
、
孫
和
と
韋
昭
の
教
養
お
よ
び
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韋
昭
の
出
身
地
方
た
る
江
東
の
文
化
的
保
守
性
に
求
め
て
い
る
。

（

五

）

か
か
る
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
は
便
宜
的
に
「
博
弈
論
」
を
四
つ
の
段
落

に
分
け
、
當
時
の
孫
和
を
取
り
卷
く
國
内
情
勢
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
儒
教
の
強
調

「
博
弈
論
」
は
韋
昭
の
作
と
し
て
『
文
選
』
に
收
め
ら
れ
る
が
、
韋
曜
傳
や
孫

和
傳
の
記
述
を
合
わ
せ
見
る
限
り
、
孫
和
が
骨
子
を
作
り
、
ブ
レ
イ
ン
た
ち
の
意

見
を
取
り
入
れ
て
修
正
を
加
え
つ
つ
、
韋
昭
が
最
終
的
に
論
理
や
修
辭
と
い
う
肉

付
け
を
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
孫
和
と

韋
昭
の
、
も
っ
と
言
え
ば
兩
者
を
含
め
た
孫
和
陣
營
の
共
著
と
捉
え
た
方
が
よ
り

正
確
で
あ
ろ
う
。
韋
昭
の
私
的
な
感
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
必
然

（

六

）

的
に
公
的
な
性
質
を
帶
び
、
社
會
的
・
政
治
的
情
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
韋
昭
は
い
か
な
る
文
辭
を
以
て
論
を
綴
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。ま

ず
は
第
一
段
落
か
ら
順
に
見
て
い
く
。
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（

七

）

【
第
一
段
落
】
蓋
し
聞
く
な
ら
く
、

①

君
子
は
當
年
に
し
て
功
の
立
た
ざ
る

を
恥
ぢ
、
世
に
沒
し
て
名
の
稱
せ
ら
れ
ざ
る
を
疾
む
。
故
に
曰
く
、

②

學

及
ば
ざ
る
が
如
く
す
る
も
、
猶
ほ
之
を
失
は
ん
こ
と
を
恐
る
と
。
是
を
以
て

古
の
志
士
は
、
年
齒
の
流
邁
を
悼
み
て
名
稱
の
立
た
ざ
る
を
懼
る
る
な
り
。

故
に
精
を
勉
め
操
を
厲
ま
し
、
晨
に
興
き
夜
に
寐
ね
、
寧
息
す
る
に
遑
あ
ら

ず
、
之
を
經
る
に
歳
月
を
以
て
し
、
之
を
累
ぬ
る
に
日
力
を
以
て
す
。

③

甯

越
の
勤
・
董
生
の
篤
の
若
き
、
德
義
の
淵
に
漸
漬
し
、
道
藝
の
域
に
棲
遲
す
。

④

且
つ
西
伯
の
聖
・
姫
公
の
才
を
以
て
し
て
、
猶
ほ
日

昃

き
旦
を
待
つ
の

か
た
む

勞
有
り
。
故
に
能
く
周
道
を
隆
興
し
、
名
を
億
載
に
垂
る
。
況
ん
や
臣
庶
に

在
り
て
、
以
て
已
む
可
け
ん
乎
。
古
今
の
功
名
を
立
て
し
士
を
歴
觀
す
る
に
、

皆
な
累
積
殊
異
の
迹
有
り
、
身
を
勞
し
體
を
苦
し
め
、
契
闊
勤
思
し
、
平
居

に
其
の
業
を

墮

ら
ず
、
窮
困
す
る
も
其
の
素
を
易
へ
ず
。

⑤

是
を
以
て
卜

お
こ
た

式
は
志
を
耕
牧
に
立
て
、

⑥

黄
霸
は
道
を
囹
圄
に
受
け
、
終
に
榮
顯
の
福
を

有
ち
、
以
て
不
朽
の
名
を
成
す
。

⑦

故
に
山
甫
は
夙
夜
に
勤
め
、

⑧

呉
漢
は

公
門
を
離
れ
ず
。
豈
に
游
惰
有
ら
ん
哉
。

「
博
弈
論
」
は
『
論
語
』
の
引
用
よ
り
始
ま
る
。
①
衞
靈
公
篇
、
②
泰
伯
篇
を
典

據
と
し
つ
つ
、
君
子
と
し
て
の
心
の
在
り
方
を
ま
ず
提
示
し
、
そ
の
實
現
に
向
け

（

八

）

て
著
名
な
往
古
の
志
士
た
ち
を
擧
げ
る
。
③
甯
越
は
周
王
の
師
と
な
っ
た
人
物
で

あ
り
（
『
呂
氏
春
秋
』
不
苟
論
博
志
）
、
董
生
こ
と
董
仲
舒
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
前
漢

の
公
羊
學
者
で
あ
る
。
④
西
伯
こ
と
周
の
文
王
、
姫
公
こ
と
周
公
旦
は
、
ど
ち
ら

も
儒
教
で
は
聖
人
と
稱
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
韋
昭
は
説
く
。
か
か
る
大
儒
・

聖
人
す
ら
不
斷
の
努
力
の
末
に
よ
う
や
く
名
を
殘
し
た
の
だ
。
ま
し
て
や
凡
人
で

は
な
お
さ
ら
だ
、
と
。

續
い
て
、
⑤
農
耕
・
牧
羊
を
生
業
と
し
、
破
産
し
た
弟
や
貧
民
に
財
を
賑
恤
す

る
と
い
う
德
行
を
爲
し
た
前
漢
の
卜
式
、
⑥
獄
中
で
夏
侯
勝
よ
り
『
尚
書
』
を
學

び
、
の
ち
丞
相
と
な
っ
て
民
を
い
た
わ
っ
た
前
漢
の
黄
覇
、
⑦
周
王
の
師
と
な
り
、

そ
の
德
を
『
詩
經
』
大
雅

烝
民
篇
に
歌
わ
れ
る
西
周
の
仲
山
甫
、
⑧
光
武
帝
の

雲
臺
二
十
八
將
と
し
て
活
躍
し
、
死
後
に
忠
侯
と
謚
さ
れ
た
後
漢
の
呉
漢
、
と
い

っ
た
名
を
擧
げ
る
。
四
人
が
儒
教
的
價
値
觀
に
基
づ
く
行
爲
に
よ
り
偉
業
と
名
を

殘
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
「
博
弈
論
」
第
一
段
落
は
、
君
子

（

九

）

と
し
て
の
目
標
點
お
よ
び
鑑
と
す
る
人
物
の
提
示
で
あ
る
。

儒
教
を
ひ
た
す
ら
強
調
し
た
第
一
段
落
を
受
け
つ
つ
、
第
二
段
落
が
展
開
さ
れ

る
。
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に
、

（
一
〇
）
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【
第
二
段
落
】
今
の
世
の
人
、
多
く
經
術
に
務
め
ず
、
好
ん
で
博
弈
を

翫
も
て
あ
そ

び
、
事
を
廢
し
業
を
棄
て
、
寢
と
食
と
を
忘
れ
、
日
を
窮
め
明
を
盡
く
し
、

繼
ぐ
に
脂
燭
を
以
て
す
。
其
の
局
に
臨
ん
で
交
々
爭
ひ
、
雌
雄
未
だ
決
せ
ざ

る
に
當
り
て
は
、
精
を
專
ら
に
し
意
を
鋭
く
し
、
心
は
勞
れ
體
は
倦
み
、
人

事
は
曠
し
う
し
て
脩
め
ず
、
賓
旅
は
闕
き
て
接
せ
ず
、
太
牢
の
饌
、
韶
夏
の

む
な

樂
有
り
と
雖
も
、
存
す
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
な
り
。
或
い
は
賭
し
て
衣
物
に
及

び
、
棊
を
徙
し
行
を
易
ふ
る
に
至
り
、
廉
恥
の
意
は
弛
み
、
而
し
て
忿
戻
の

色

發
し
、
然
れ
ど
も
其
の
志
す
所
は
、
一
枰
の
上
に
出
ず
、
務
む
る
所
は

方
罫
の
閒
に
過
ぎ
ず
、
敵
に
勝
て
ど
も
封
爵
の
賞
無
く
、
地
を
獲
る
も
兼
土

の
實
無
し
。
技
は
六
藝
に
非
ず
、
用
は
經
國
に
非
ず
。
身
を
立
つ
る
者
は
其

の
術
に
階
ら
ず
、
徴
選
せ
ら
る
る
者
は
其
の
道
に
由
ら
ず
。

①

之
を
戰
陳
に

よ

求
む
れ
ば
、
則
ち
孫
・
呉
の
倫
に
非
ざ
る
な
り
。

②

之
を
道
藝
に
考
へ
れ
ば
、

則
ち
孔
氏
の
門
に
非
ざ
る
な
り
。

③

變
詐
を
以
て
務
と
爲
す
は
、
則
ち
忠
信

の
事
に
非
ざ
る
な
り
。

④

劫
殺
を
以
て
名
と
爲
す
は
、
則
ち
仁
者
の
意
に
非

ざ
る
な
り
。
而
も
空
し
く
日
を
妨
げ
業
を
廢
し
、
終
に
補
益
無
し
。
是
れ
何

ぞ
木
を
設
け
て
之
を
擊
ち
、
石
を
置
き
て
之
を
投
ず
る
に
異
な
ら
ん
哉
。

⑤

且
つ
君
子
の
室
に
居
る
や
、
身
を
勤
め
て
以
て
養
を
致
し
、
其
れ
朝
に
在
る

や
、
命
を
竭
く
し
て
以
て
忠
を
納
れ
、
事
に
臨
ん
で
且
つ
猶
ほ
旰
食
す
。
而

も
何
ぞ
博
弈
の
耽
け
る
に
足
ら
ん
や
。
夫
れ
然
る
が
故
に
、
孝
友
の
行

立

ち
、
貞
純
の
名

彰
る
な
り
。

と
あ
る
。
寝
食
や
晝
夜
を
忘
れ
て
博
弈
に
の
め
り
込
む
者
が
多
い
が
、
盤
上
の
狹

い
世
界
で
知
惠
を
振
り
絞
っ
て
敵
に
勝
っ
た
と
こ
ろ
で
現
實
に
何
の
益
が
あ
る
の

か
、
と
い
う
冷
や
や
か
な
視
線
が
前
半
部
分
に
注
が
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
博
弈

の
技
術
を
、
①
實
際
の
戰
爭
に
見
立
て
た
と
こ
ろ
で
軍
を
指
揮
す
る
こ
と
は
孫
子

・
呉
子
に
及
ば
ず
、
②
學
問
と
し
て
見
て
も
孔
子
一
門
に
入
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

③
騙
し
合
う
と
い
う
點
に
お
い
て
忠
信
か
ら
は
程
遠
く
、
④
（
駒
の
）
殺
し
合
い

と
銘
打
っ
て
い
る
か
ら
に
は
と
て
も
仁
者
と
は
呼
べ
な
い
、
と
畳
み
掛
け
て
博
弈

を
徹
底
的
に
否
定
す
る
。

對
し
て
、
⑤
君
子
と
は
家
に
い
れ
ば
孝
養
を
盡
く
し
、
朝
廷
に
あ
れ
ば
忠
を
果

た
し
、
大
事
に
臨
ん
で
は
ろ
く
に
食
事
も
で
き
な
い
ほ
ど
だ
、
と
論
じ
る
。
第
二

段
落
で
は
「
孫
・
呉
之
倫
」
や
「
孔
氏
之
門
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
も
の
の
、
第

一
段
落
で
多
く
見
ら
れ
た
具
體
的
人
名
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
儒
教
的
價
値
觀
を

そ
こ
こ
こ
に
散
り
ば
め
て
い
る
が
、
む
し
ろ
博
弈
の
無
益
性
を
論
じ
る
こ
と
に
注

力
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
博
弈
だ
が
、
三
國
時
代
に
至
る
ま
で
常
に
こ

の
よ
う
な
扱
い
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
後
漢
の
班
固
は
「
弈
旨
」
と
い

う
賦
を
作
っ
て
お
り
、
『
藝
文
類
聚
』
卷
七
十
四

巧
藝
部
に
、

（
一
一
）

後
漢
の
班
固
の
弈
旨
に
曰
く
、
「
北
方
の
人
、
棊
を
弈
と
爲
す
と
謂
ふ
。
之

を
弘
め
之
を
説
き
て
大
略
を
擧
ぐ
る
に
、
局

必
ず
方
正
な
る
は
、
地
則
を

象
る
な
り
。
道

必
ず
正
直
な
る
は
、
明
德
を
神
む
な
り
。
棊
に
白
黑
有
る

き
わ

は
、
陰
陽
の
分
な
り
。
駢
羅
列
布
す
る
は
、
天
文
に
效
ふ
な
り
。
四
象
既
に

陳
な
り
、
之
を
行
ふ
こ
と
人
に
在
る
は
、
蓋
し
王
政
な
ら
ん
。
…
…
上
は
天

地
の
象
有
り
、
次
は
帝
王
の
治
有
り
、
中
は
五
霸
の
權
有
り
、
下
は
戰
國
の

事
有
り
。
其
の
得
失
を
覽
る
に
、
古
今
略
ぼ
備
は
れ
り
」
と
。

ほ

と
あ
り
、
天
文
・
政
治
・
軍
事
な
ど
に
あ
ま
ね
く
通
ず
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
博
弈
論
」
と
は
對
照
的
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
肯
定
的

な
見
方
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
博
弈
論
」
第
一
段
落
は
往
古
の
儒
に
關
連
す
る
者
を
擧
げ
て
不
斷
の
努
力
に

よ
る
錬
磨
を
薦
め
、
第
二
段
落
は
博
弈
の
實
生
活
に
お
け
る
無
益
性
を
論
じ
て
い

た
。
こ
こ
ま
で
の
趣
旨
は
孫
和
の
言
に
概
ね
忠
實
で
あ
る
。
し
か
し
、
儒
教
に
關

す
る
文
言
が
冒
頭
に
引
用
し
た
孫
和
傳
に
皆
無
で
な
い
と
は
い
え
、
博
弈
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
儒
教
を
な
ぜ
こ
こ
ま
で
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
疑
問
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に
留
意
し
つ
つ
、
第
三
段
落
を
見
て
い
く
。

二
、
孫
和
の
焦
り

續
い
て
第
三
段
落
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
博
弈
以
外
の
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て

い
る
。
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に
、

（
一
二
）

【
第
三
段
落
】

①

方
今
、
大
呉

命
を
受
く
る
も
、
海
内
未
だ
平
ら
か
な
ら

ず
。

②

聖
朝
は
乾
乾
と
し
て
、
務
め
は
人
を
得
る
に
在
り
。
勇
略
の
士
は
則

ち
熊
虎
の
任
を
受
け
、
儒
雅
の
徒
は
則
ち
龍
鳳
の
署
に
處
り
、
百
行
兼
ね
苞

ま
れ
、
文
武
並
び
騖
す
。

③

博
く
良
才
を
選
び
、
髦
俊
を
旌
簡
し
、
程
試
の

は

科
を
設
け
、
金
爵
の
賞
を
垂
る
。
誠
に
千
載
の
嘉
會
、
百
世
の
良
遇
な
り
。

當
世
の
士
、
宜
し
く
勉
め
て
至
道
を
思
ひ
、
功
を
愛
し
み
力
を
惜
し
み
、
以

を

て
明
時
を
左
け
、
名
を
史
籍
に
書
し
、
勳
を
盟
府
に
在
ら
し
む
べ
し
。

④

乃

ち
君
子
の
上
務
、
當
今
の
先
急
な
り
。

と
あ
る
。
ま
ず
、
①
孫
呉
は
天
命
を
受
け
た
が
未
だ
天
下
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
、

述
べ
る
。
孫
和
の
太
子
時
代
、
他
國
は
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
の
か
。
曹
魏
で

は
帝
室
派
と
司
馬
懿
派
の
對
立
が
鮮
明
か
つ
先
鋭
化
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。
曹
爽

輔
政
期
に
曹
爽
は
何
晏
や
夏
侯
玄
と
い
っ
た
曹
氏
と
關
係
深
い
人
物
を
登
用
し
て

帝
室
の
強
化
を
圖
り
、
司
馬
懿
派
に
對
抗
で
き
る
體
勢
を
構
築
し
て
い
た
。
對
す

る
司
馬
懿
側
も
曹
爽
一
派
の
樣
子
を
窺
い
つ
つ
韜
晦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
孫
呉
の
同
盟
國
で
あ
る
蜀
漢
は
蔣
琬
・
費
禕
輔
政
期
に
あ
た
る
。
諸

葛
亮
の
陣
沒
後
は
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
な
る
べ
く
控
え
、
暗
君
劉
禅
の
放
蕩
を

諫
め
つ
つ
守
り
に
主
眼
を
置
い
て
國
力
の
增
強
を
圖
っ
て
い
た
。
偶
然
と
は
い
え
、

（
一
三
）

そ
れ
ぞ
れ
が
内
憂
を
抱
え
て
專
ら
國
内
に
注
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、

三
國
の
關
係
は
比
較
的
穩
や
か
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
第
三
段
落
で
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
韋
曜
傳
・
孫
和
傳
と
も
に

見
え
る
「
博
弈
論
」
の
趣
旨
は
、
「
博
弈
の
無
益
性
」
と
「
蔡
穎
の
よ
う
に
博
弈

に
興
ず
る
者
た
ち
へ
の
訓
戒
」
と
い
う
二
點
で
あ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
②
③
の
よ

う
な
人
材
の
希
求
は
、
當
初
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

換
言
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
孫
和
陣
營
の
意

圖
を
看
取
で
き
よ
う
。
な
ぜ
人
材
を
求
め
る
論
を
展
開
し
た
の
か
。
そ
の
背
景
に

は
國
内
情
勢
が
關
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

孫
和
が
太
子
と
な
る
六
年
前
の
嘉
禾
五
（
二
三
六
）
年
、
張
紘
と
と
も
に
名
を

馳
せ
、
孫
策
期
よ
り
仕
え
て
き
た
張
昭
が
沒
し
た
。
孫
呉
士
大
夫
の
頂
點
に
立
つ

張
昭
の
死
に
端
を
發
し
た
が
如
く
、
以
降
、
陸
瑁
〔
陸
遜
の
弟
、
二
三
九
年
沒
〕
・

潘
濬
〔
二
三
九
年
沒
〕
・
朱
桓
〔
二
三
九
年
沒
〕
・
諸
葛
瑾
〔
二
四
一
年
沒
〕
・
孫
韶
〔
二

四
一
年
沒
〕
・
顧
雍
〔
二
四
三
年
沒
〕
・
闞
澤
〔
二
四
三
年
沒
〕
・
薛
綜
〔
二
四
三
年
沒
〕

・
張
承
〔
張
昭
の
子
、
二
四
四
年
沒
〕
と
い
っ
た
重
臣
た
ち
が
次
々
と
世
を
去
っ
て

い
く
。
こ
う
し
た
孫
呉
人
士
の
相
次
ぐ
死
は
、
概
ね
孫
和
の
立
太
子
の
時
期
と
前

（
一
四
）

後
し
て
い
る
。
帝
室
の
一
員
と
し
て
、
二
四
二
年
以
降
は
次
代
を
擔
う
太
子
と
し

て
、
こ
れ
は
座
視
で
き
ぬ
事
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
闞
澤
と
薛
綜
は
そ
れ
ぞ
れ
太
傅
・
少
傅
を
務
め
て
孫
和
に
學
問
を
講
授

し
て
お
り
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
）
、
舅
に
當
た
る
張
承
を
含
め
、
立
て
續

け
の
近
し
い
者
の
物
故
が
孫
和
陣
營
に
暗
い
影
を
落
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

孫
和
を
焦
ら
せ
る
理
由
は
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
弟
孫
覇
と
の
派
閥
抗
爭
、

す
な
わ
ち
二
宮
事
件
で
あ
る
。

孫
和
の
立
太
子
は
赤
烏
五
（
二
四
二
）
年
春
正
月
、
十
九
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幼
い
頃
か
ら
孫
權
に
可
愛
が
ら
れ
、
母
親
の
王
夫
人
も
寵
愛
さ
れ
て
い
た
た
め
、

立
太
子
に
は
こ
の
時
點
で
特
に
問
題
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
の
對
應
が
事
態

を
惡
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
覇
傳
に
、

（
一
五
）
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孫
霸

字
は
子
威
、
（
孫
）
和
の
〔
同
母
〕
弟
な
り
。
和

太
子
と
爲
り
、
霸

魯
王
と
爲
る
も
、
寵
愛
崇
特
し
て
、
和
と
殊
な
る
無
し
。

頃

之
、
和
・
霸

し
ば
ら
く
し
て

穆
な
ら
ざ
る
の
聲

（
孫
）
權
の
耳
に
聞
こ
ゆ
る
や
、
權

往
來
を
禁
斷
し
、

假
に
精
學
を
以
て
す
。

と
あ
り
、
ま
た
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
注
引
『
通
語
』
に
、

（
一
六
）

初
め
（
孫
）
權

既
に
（
孫
）
和
を
立
て
て
太
子
と
爲
す
も
、（
孫
）
霸
を
封
じ

て
魯
王
と
爲
す
。
初
め
拜
す
る
に
猶
ほ
宮
室
を
同
じ
く
し
、
禮
秩

未
だ
分

た
れ
ず
。
羣
公
の
議

以
爲
へ
ら
く
、
太
子
・
國
王
は
上
下

序
有
ら
ば
、
禮

秩

宜
し
く
異
に
す
べ
し
と
。
是
に
於
て
宮
を
分
ち
僚
を
別
に
し
、
而
し
て

隙
端

開
か
る
。
侍
御
・
賓
客

二
端
を
造
爲
し
て
自
り
、
黨
を
仇
し
貳
を
疑

ふ
こ
と
、
大
臣
に
滋
延
す
。
丞
相
の
陸
遜
・
大
將
軍
の
諸
葛
恪
・
太
常
の
顧

譚
・
驃
騎
將
軍
の
朱
據
・
會
稽
太
守
の
滕
胤
・
大
都
督
の
施
績
・
尚
書
の
丁

密
ら
禮
を
奉
じ
て
行
ひ
、
太
子
に
宗
事
す
る
も
、
驃
騎
將
軍
の
歩
騭
・
鎭
南

將
軍
の
呂
岱
・
大
司
馬
の
全
琮
・
左
將
軍
の
呂
據
・
中
書
令
の
孫
弘
ら
魯
王

に
附
す
。
中
外
の
官
僚
・
將
軍
・
大
臣
、
國
を
舉
げ
て
中
分
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
孫
權
は
孫
和
を
太
子
に
立
て
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で
孫
覇
を

魯
王
に
封
じ
て
太
子
と
同
じ
待
遇
を
與
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
嫡
庶
の
別
が

定
ま
ら
な
い
。
太
子
派
と
魯
王
派
の
對
立
が
激
化
し
た
の
は
韋
昭
が
「
博
弈
論
」

を
著
し
て
程
な
く
の
こ
と
で
あ
る
が
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳

）
、
事
實
上
、

（
一
七
）

二
宮
事
件
は
孫
和
の
立
太
子
時
よ
り
す
で
に
始
ま
っ
て
お
り
、
險
惡
な
空
氣
が
漂

っ
て
い
た
。
父
の
寵
愛
を
笠
に
着
た
魯
王
と
そ
の
一
派
は
日
ご
と
增
長
し
て
い
き
、

徐
々
に
太
子
の
座
を
窺
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
宮
事
件
に
つ
い
て
、
方
北
辰
〈
一
九
八
八
〉
は
、
江
東
地
方
大
族
の
皇
太
子

派
と
江
北
地
主
集
團
の
魯
王
派
の
衝
突
と
し
、
孫
呉
人
士
の
地
域
性
に
基
づ
く
對

立
を
原
因
と
捉
え
る
。
一
方
で
渡
邉
義
浩
〈
二
〇
〇
〇
〉
は
、
方
説
に
一
定
の
理

解
を
示
し
つ
つ
も
、
兩
派
の
違
い
を
地
域
性
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
否
定
し
た
上

で
、
儒
教
的
な
價
値
基
準
を
遵
守
し
よ
う
と
し
た
「
名
士
」
層
を
主
體
と
す
る
皇

太
子
派
と
、
孫
權
の
君
主
權
力
強
化
の
手
先
と
な
る
近
臣
勢
力
で
あ
る
魯
王
派
と

の
對
立
と
把
握
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
孫
權
の
煮
え
切
ら
ぬ
態
度
が
國
を
二
分

（
一
八
）

す
る
内
紛
へ
發
展
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

か
か
る
状
況
は
孫
和
や
韋
昭
た
ち
が
危
惧
を
抱
く
に
十
分
で
あ
る
。
人
材
の
亡

失
お
よ
び
太
子
と
し
て
の
地
位
の
危
う
さ
、
こ
れ
ら
は
孫
呉
と
い
う
國
家
に
と
っ

て
も
孫
和
陣
營
に
と
っ
て
も
、
不
安
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
危
機
感
や
焦
燥
感
が
、
自
ら
の
ブ
レ
イ
ン
た
る
蔡
穎
を
は
じ
め
と
し
た
孫
呉
人

士
の
頽
廢
を
戒
め
る
と
同
時
に
、
儒
教
を
修
め
實
踐
す
る
人
材
を
希
求
す
る
論
を

展
開
し
た
。
「
博
弈
論
」
第
三
段
落
③
は
、
孫
呉
は
仕
官
を
志
す
者
の
た
め
に
廣

く
門
戸
を
開
い
て
お
り
、
今
こ
そ
千
年
・
一
萬
年
に
一
度
の
好
機
で
あ
る
と
説
く
。

國
家
の
た
め
に
能
力
を
活
か
し
功
績
を
殘
す
こ
と
が
、
④
「
君
子
の
上
務
、
當
今

の
先
急
」
、
す
な
わ
ち
、
今
ま
さ
に
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
最
優
先
事
項
で
あ
る
と
述

べ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
焦
燥
感
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

孫
呉
を
擔
う
次
代
の
皇
帝
と
し
て
、
地
位
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
太
子
と
し
て
、

二
つ
の
重
壓
を
前
に
孫
和
の
焦
燥
感
は
募
る
。
そ
れ
が
人
材
を
求
め
る
主
張
と
し

て
第
三
段
落
に
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
二
宮
事
件
の
果
て

韋
昭
は
い
か
な
る
論
述
を
以
て
「
博
弈
論
」
を
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
尾

に
當
た
る
第
四
段
落
を
引
用
す
る
。
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に
、

（
一
九
）

【
第
四
段
落
】
夫
れ
一
木
の
枰
は
、
方
國
の
封
に
孰
與
ぞ
や
。
枯
棊
三
百
は

い

づ

れ

萬
人
の
將
に
孰
與
ぞ
や
。
袞
龍
の
服
、
金
石
の
樂
、
以
て
棋
局
を
兼
ね
て
博

弈
に
貿
ふ
る
に
足
れ
り
と
す
。
假
し
世
士
を
し
て
博
弈
の
力
を
移
し
て
、

①

か

も
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之
を
詩
書
に
用
ひ
し
め
ば
、
是
れ
顏
（
回
）
・
閔
（
子
騫
）
の
志
有
る
な
り
。

②

之
を
智
計
に
用
ひ
し
め
ば
、
是
れ
（
張
）
良
・
（
陳
）
平
の
思
有
る
な
り
。

③

之
を
資
貨
に
用
ひ
し
め
ば
、
是
れ
猗
頓
の
富
有
る
な
り
。

④

之
を
射
御
に

用
ひ
し
め
ば
、
是
れ
將
帥
の
備
有
る
な
り
。
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
功
名

立
ち
て
、
鄙
賤

遠
ざ
か
ら
ん
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
博
弈
に
か
け
る
勞
力
を
別
の
も
の
に
轉
換
す
る
よ
う
説
く
。

注
目
す
べ
き
は
、
①
詩
書
な
ど
の
儒
教
經
典
を
學
び
、
古
の
顏
回
・
閔
子
騫
の
ご

と
き
志
を
持
つ
こ
と
を
眞
っ
先
に
擧
例
し
て
い
る
點
で
あ
る
。
②
張
良
・
陳
平
の

よ
う
な
知
謀
、
③
猗
頓
の
よ
う
な
利
殖
、
④
射
御
と
い
っ
た
將
帥
と
し
て
の
技
能
、

そ
れ
よ
り
も
第
一
に
儒
教
（
儒
者
）
を
掲
げ
て
い
る
。

周
知
の
と
お
り
、
顏
回
と
閔
子
騫
は
孔
子
の
高
弟
で
あ
る
。
『
論
語
』
先
進
篇

に
、
「
子
曰
く
、
孝
な
る
哉
、
閔
子
騫
」
と
あ
る
よ
う
に
、
閔
子
騫
は
「
孝
」
を

孔
子
に
稱
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ
く
先
進
篇
に
、
「
德
行
は
、
顏
淵
・
閔
子
騫
・
冉

伯
牛
・
仲
弓
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
德
行
」
を
以
て
稱
さ
れ
た
孔
門
の
四
科
十
哲

で
あ
っ
た
。

韋
昭
が
か
か
る
評
價
を
受
け
る
往
古
の
儒
者
を
具
體
例
に
擧
げ
た
の
は
、
そ
れ

が
孫
和
に
と
っ
て
重
視
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
三
國
志
』
卷
五
十

九

孫
登
傳
に
、

（
二
〇
）

皇
子
の
（
孫
）
和
は
仁
孝
に
し
て
聰
哲
、
德
行
は
清
茂
た
り
。
宜
し
く
早
に

建
置
し
て
、
以
て
民
の
望
を
繫
ぐ
べ
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
孫
登
は
死
に
臨
ん
で
遺
言
を
殘
し
、
孫
和
が
「
仁
孝
」

や
「
德
行
」
と
い
っ
た
儒
教
を
實
踐
し
て
い
る
聰
明
な
人
物
と
し
て
資
質
に
太
鼓

判
を
押
し
、
己
亡
き
後
の
太
子
に
推
し
た
。
つ
ま
り
、
「
顏
・
閔
の
志
」
と
は
孫

和
の
據
っ
て
立
つ
儒
教
的
德
目
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
「
志
」
を
持

つ
よ
う
、
孫
呉
人
士
や
在
野
の
士
に
も
求
め
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
孫
和
は
長
子
で
は
な
く
、
孫
登
・
孫
慮
と
い
う
兄
を
持
つ
一
公
子
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
長
兄
孫
登
は
父
か
ら
も
臣
下
た
ち
か
ら
も
將
來
を
囑
望
さ
れ
た

（
二
一
）

人
物
で
、
孫
權
は
孫
登
を
太
子
に
立
て
、
陸
遜
を
輔
弼
役
と
し
、
諸
葛
恪
〔
諸
葛

瑾
の
子
〕
・
張
休
〔
張
昭
の
子
、
張
承
の
弟
〕
・
顧
譚
〔
顧
雍
の
孫
〕
・
陳
表
〔
陳
武
の
子
〕

を
「
四
友
」
に
選
ん
で
積
極
的
に
交
流
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
太
子
孫
登
は
赤
烏

四
（
二
四
一
）
年
に
三
三
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
、
孫
權
は
激
し
く
落
膽
す
る
（
『
三

國
志
』
卷
五
十
九

孫
登
傳
）
。
次
兄
の
孫
慮
に
至
っ
て
は
、
そ
の
九
年
前
に
僅
か
二

十
歳
で
沒
し
て
い
た
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
慮
傳
）
。
つ
ま
り
、
二
人
の
兄
の
夭

逝
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、
最
年
長
の
孫
和
が
太
子
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

二
宮
事
件
に
類
似
し
た
繼
嗣
問
題
に
基
づ
く
派
閥
抗
爭
は
か
つ
て
曹
魏
で
も
展

開
さ
れ
た
。
曹
操
は
曹
丕
と
曹
植
の
ど
ち
ら
を
後
繼
者
に
す
る
か
決
め
か
ね
、
結

果
、
兩
陣
營
の
對
立
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
孫
呉
と
同
じ
状
況
が
あ
っ
た
。

あ
る
時
、
悩
む
曹
操
は
羣
僚
に
諮
問
し
た
。
『
三
國
志
』
卷
十
二

崔
琰
傳
に
、

（
二
二
）

蓋
し
聞
く
な
ら
く
、
「
春
秋
の
義
、
『
子
を
立
つ
る
に
長
を
以
て
す
』
と
。

加
へ
て
五
官
將
（
曹
丕
）
は
仁
孝
に
し
て
聰
明
た
り
、
宜
し
く
正
統
を
承
ぐ

べ
し
。（
崔
）
琰

死
を
以
て
之
を
守
ら
ん
」
と
。

と
あ
り
、
『
春
秋
公
羊
傳
』
隱
公
元
年
を
典
據
と
す
る
儒
教
的
理
念
に
基
づ
い
て

年
長
の
曹
丕
を
推
し
た
。
他
に
も
、
『
三
國
志
』
卷
十

賈
詡
傳
に
、

（
二
三
）

太
祖
又
た
嘗
て
左
右
を
屏
除
し
て
（
賈
）
詡
に
問
ふ
も
、
詡

嘿
然
と
し
て

對
へ
ず
。
太
祖
曰
く
、
「
卿
と
言
れ
ど
も
答
へ
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
詡

か
た

曰
く
、
「
屬
適
思
ふ
所
有
る
が
故
に
、
即
ち
に
對
へ
ざ
る
耳
」
と
。
太
祖
曰

た
ま
た
ま

く
、
「
何
を
か
思
は
ん
」
と
。
詡
曰
く
、
「
袁
本
初
・
劉
景
升
父
子
を
思
へ

ば
な
り
」
と
。
太
祖
大
笑
し
、
是
に
於
て
太
子
遂
に
定
ま
れ
り
。

と
あ
り
、
長
子
を
後
繼
者
に
し
な
か
っ
た
た
め
内
紛
を
招
い
て
崩
壞
し
た
袁
紹
・

劉
表
政
權
を
例
に
出
し
、
曹
操
に
諷
喩
し
て
い
る
。
結
果
、
曹
丕
が
立
太
子
さ
れ

て
曹
魏
の
初
代
皇
帝
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
四
）

こ
の
よ
う
に
長
子
相
續
お
よ
び
嫡
庶
の
辨
別
は
儒
教
的
觀
點
か
ら
見
れ
ば
當
然
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の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
は
孫
和
の
繼
嗣
就
任
を
正
統
化
し
補
強
す

る
理
論
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
的
先
進
國
の
曹
魏
で
す
ら
儒
教
的
理
念
を

（
二
五
）

排
除
し
切
れ
な
か
っ
た
。
文
化
的
後
進
國
あ
る
い
は
保
守
性
を
指
摘
さ
れ
る
孫
呉

で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
漢
以
來
の
傳
統
的
名
教
た
る
儒
教
が
重
き
を
な
し
、
魯
王

（
二
六
）

派
へ
の
壓
力
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
た
。
事
實
、
太
子
派
は
陸
遜
・
諸
葛
恪
・
朱

據
ら
の
よ
う
に
概
ね
儒
教
を
修
め
た
者
た
ち
で
構
成
さ
れ
、
儒
教
的
理
念
に
基
づ

い
て
孫
權
に
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
反
對
に
、
魯
王
派
に
は
歩
騭
を
除
け
ば
そ

（
二
七
）

う
し
た
人
物
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

（
二
八
）

「
博
弈
論
」
は
二
宮
事
件
の
最
中
に
完
成
し
た
。
あ
ま
ね
く
孫
呉
人
士
に
向
け

て
、
今
こ
そ
儒
教
の
理
念
を
し
か
と
抱
く
の
だ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
繰
り
返
さ

れ
る
同
論
の
主
張
に
は
こ
う
し
た
後
背
の
事
情
が
關
係
し
て
い
た
と
考
え
得
る
。

だ
が
、
か
か
る
儒
教
的
理
念
も
、
全
公
主
の
讒
言
を
受
け
た
孫
權
の
前
に
虚
し

く
散
っ
た
。
太
子
派
が
た
び
た
び
孫
和
の
正
統
性
を
主
張
す
る
も
、
孫
權
は
聞
き

入
れ
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
誅
罰
を
加
え
る
と
い
う
暴
擧
に
出
る
。
對
立
に
よ
う
や

く
決
着
が
つ
い
た
時
、
喧
嘩
兩
成
敗
と
い
う
形
で
魯
王
孫
覇
は
死
を
賜
り
、
孫
和

も
太
子
の
座
を
追
わ
れ
、
つ
い
に
は
妃
の
張
氏
と
と
も
に
自
殺
す
る
。
兩
派
に
與

し
た
多
く
の
孫
呉
人
士
も
ま
た
こ
の
抗
爭
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
就
中
、

（
二
九
）

丞
相
陸
遜
を
憤
死
さ
せ
た
こ
と
は
大
き
な
痛
手
で
あ
り
、
孫
權
は
陸
遜
の
子
の
陸

抗
に
自
ら
の
非
を
認
め
て
詫
び
て
い
る
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
八

陸
遜
傳
附
陸
抗
傳
）
。

孫
權
が
晩
年
に
招
い
た
派
閥
抗
爭
は
不
毛
を
極
め
、
い
た
ず
ら
に
國
力
を
弱
め
る

だ
け
で
し
か
な
か
っ
た
。

韋
昭
は
孫
和
の
意
を
受
け
て
「
博
弈
論
」
を
著
し
、
士
大
夫
の
頽
廢
を
戒
め
る

と
と
も
に
、
儒
教
的
理
念
を
展
開
し
て
志
あ
る
人
材
を
求
め
、
太
子
の
正
統
性
を

主
張
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
紛
の
中
で
多
く
の
孫
呉
人
士
が
失
わ
れ
、
太

（
三
〇
）

子
も
廢
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
實
が
い
ず
れ
も
逆
の
方
向
に
向
か
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
そ
の
後
、
二
宮
事
件
に
よ
り
瀕
死

と
な
っ
た
孫
呉
は
、
陸
抗
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。お

わ
り
に

第
一
段
落
は
君
子
と
し
て
の
目
標
お
よ
び
目
標
人
物
を
示
し
、
第
二
段
落
で
は

博
弈
の
無
益
性
と
そ
う
し
た
娯
樂
に
興
じ
る
者
た
ち
を
戒
め
、
第
三
段
落
で
は
廣

く
人
材
を
求
め
、
第
四
段
落
で
は
博
弈
に
費
や
す
勞
力
を
轉
換
す
る
よ
う
説
く
。

こ
れ
ら
に
儒
教
的
理
念
を
以
て
覆
っ
た
も
の
が
「
博
弈
論
」
で
あ
っ
た
。

『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
に
見
え
る
孫
和
の
發
言
の
と
お
り
、
博
弈
を

否
定
し
、
訓
戒
を
垂
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
儒
教
の
重
視
は
、

文
教
的
保
守
性
を
有
す
る
孫
呉
の
地
域
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、

當
初
の
趣
旨
に
な
い
人
材
希
求
と
い
う
主
張
を
込
め
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
は
明

確
な
意
圖
が
あ
っ
た
。
「
博
弈
論
」
は
、
孫
呉
人
士
の
物
故
が
相
次
ぎ
人
材
が
拂

底
し
て
い
く
當
時
の
情
勢
下
に
お
け
る
孫
和
の
危
惧
の
聲
で
あ
り
、
同
時
に
、
太

子
と
し
て
の
地
位
を
揺
る
が
す
二
宮
事
件
と
い
う
内
紛
に
お
い
て
、
自
ら
の
立
場

を
正
統
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
發
露
で
も
あ
っ
た
。
「
博
弈
論
」
の
根
底
に
あ

る
も
の
は
、
孫
和
の
焦
燥
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

《

注

》

（
一
）
『
文
選
』
卷
五
十
二

論
二

博
弈
論
の
李
善
注
に
、
「
『
系
本
』
に
曰
く
、
烏
曹
は
博

に
作
る
、
と
。
許
愼
の
『
説
文
』
に
曰
く
、
博
は
局
戲
な
り
。
六
箸
十
二
棊
な
り
、

と
。
楊
雄
の
『
方
言
』
に
曰
く
、
圍
棊
は
、
關
自
り
東
、
齊
・
魯
の
閒
、
之
を
弈
と

よ

謂
ふ
、
と
（
系
本
曰
、
烏
曹
作
博
。
許
愼
説
文
曰
、
博
、
局
戲
也
。
六
箸
十
二
棊
也
。

楊
雄
方
言
曰
、
圍
棊
、
自
關
而
東
、
齊
・
魯
之
閒
、
謂
之
弈
）
」
と
あ
る
。
ま
た
、
鈴
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木
直
美
「
後
漢
圖
像
に
み
る
六
博

―
神
と
の
交
流
か
ら
不
老
長
壽
の
遊
戲
へ
―
」（
『
日

本
秦
漢
史
學
會
報
』
第
五
號
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）
は
「
六
博
」
を
取
り
上
げ
、

漢
代
に
は
祖
先
祭
祀
や
西
王
母
饗
應
と
い
う
形
で
、
祖
先
や
神
か
ら
の
恩
惠
の
享
受

の
祈
願
と
い
う
意
味
が
こ
の
遊
戲
に
含
ま
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
「
博

弈
論
」
は
博
弈
と
神
仙
と
の
關
わ
り
に
觸
れ
て
お
ら
ず
、
政
治
・
軍
事
・
道
德
面
か

ら
否
定
し
て
い
る
。
小
尾
郊
一
が
『
文
選
（
文
章
篇
）
六
』（
集
英
社
、
一
九
七
六
年
）

で
「
博
弈
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
複
數
あ
っ
て

斷
定
で
き
な
い
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
）
孫
呉
の
蔡
穎
の
他
、
『
三
國
志
』
卷
三

明
帝
紀
注
引
『
魏
氏
春
秋
』
、
卷
二
十
一

呉

質
傳
注
引
『
魏
略
』
、
卷
四
十
四

費
禕
傳
注
引
『
費
禕
別
傳
』
、
卷
五
十
二

諸
葛
瑾

傳
な
ど
に
も
博
弈
に
興
じ
た
記
録
が
あ
り
、
三
國
い
ず
れ
で
も
遊
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
遡
れ
ば
、
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
、
「
博
弈
な
る
者
有
ら
ず
乎
。
之
を
爲
す

は
猶
ほ
已
む
に
賢
れ
り
（
不
有
博
奕
者
乎
。
爲
之
猶
賢
乎
已
）
」
と
あ
り
、
孔
子
は
何

ま
さ

も
し
な
い
よ
り
ま
だ
ま
し
だ
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
か
な
り
古
い
歴
史
を
持

つ
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
に
、
「
韋
曜
字
弘
嗣
、
呉
郡
雲
陽
人
也
。
…
…
時
蔡

穎
亦
在
東
宮
、
性
好
博
弈
、
太
子
（
孫
）
和
以
爲
無
益
、
命
曜
論
之
。
其
辭
曰
…
…
」

と
あ
る
。「
博
弈
論
」
は
孫
和
の
太
子
時
代
（
二
四
二
～
二
五
〇
年
）
に
著
さ
れ
た
が
、

正
確
な
著
述
年
は
不
明
。
樊
善
標
「
韋
昭
《
國
語
解
》
成
書
年
代
初
探
」
（
『
大
陸
雜

誌
』
第
九
十
二
卷
第
四
期
、
一
九
九
六
年
四
月
）
は
、
孫
和
傳
に
見
え
る
立
太
子
の

記
述
と
、
同
年
に
韋
昭
が
太
子
中
庶
子
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
な
い
こ
と
を
注
記

し
て
い
る
。
こ
れ
を
參
考
に
著
述
年
を
よ
り
限
定
す
る
な
ら
ば
、
二
四
四
年
頃
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
三
國
志
』
で
は
司
馬
昭
の
諱
を
避
け
て
「
韋
昭
」
を
「
韋
曜
」

と
表
記
し
て
い
る
。
本
稿
は
基
本
的
に
「
韋
昭
」
で
通
す
が
、
書
名
お
よ
び
原
文
が

「
韋
曜
」
に
作
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
記
す
。

（
四
）
後
羣
寮
侍
宴
、
言
及
博
弈
、
以
爲
妨
事
費
日
而
無
益
於
用
、
勞
精
損
思
而
終
無
所
成
、

非
所
以
進
德
脩
業
、
積
累
功
緒
者
也
。
且
志
士
愛
日
惜
力
、
君
子
慕
其
大
者
、
高
山

景
行
、
恥
非
其
次
。
夫
以
天
地
長
久
、
而
人
居
其
閒
、
有
白
駒
過
隙
之
喩
、
年
齒
一

暮
、
榮
華
不
再
。
凡
所
患
者
、
在
於
人
情
所
不
能
絶
、
誠
能
絶
無
益
之
欲
以
奉
德
義

之
塗
、
棄
不
急
之
務
以
脩
功
業
之
基
、
其
於
名
行
、
豈
不
善
哉
。
夫
人
情
猶
不
能
無

嬉
娯
、
嬉
娯
之
好
、
亦
在
於
飲
宴
琴
書
射
御
之
閒
、
何
必
博
弈
、
然
後
爲
歡
。
乃
命

侍
坐
者
八
人
、
各
著
論
以
矯
之
。
於
是
中
庶
子
韋
曜
退
而
論
奏
、
和
以
示
賓
客
。
時

蔡
穎
好
弈
、
直
事
在
署
者
頗
斅
焉
、
故
以
此
諷
之
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
）
。

（
五
）
王
永
平
「
讀
《
三
國
志
・
呉
書
・
孫
和
傳
》
、
韋
昭
《
博
弈
論
》
推
論
孫
呉
中
期
士

風
的
變
化
與
僑
舊
士
風
的
差
異
」
（
『
孫
呉
政
治
與
文
化
史
論
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
所
收
）
。
こ
の
他
、
他
の
テ
ー
マ
を
論
述
す
る
中
で
「
博
弈
論
」
に
觸
れ

て
い
る
も
の
は
、
例
え
ば
高
橋
和
巳
「
陸
機
の
傳
記
と
そ
の
文
學
（
上
）
」
（
『
中
國
文

學
報
』
第
十
一
號
、
一
九
五
九
年
三
月
／
『
高
橋
和
巳
全
集

第
十
五
巻
』
、
河
出
書

房
新
社
、
一
九
七
八
年
所
收
）
や
池
田
秀
三
「
『
國
語
』
韋
昭
注
へ
の
覺
え
書
」
（
『
中

國
の
禮
制
と
禮
學
』
、
朋
友
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
一
～
二
文
程
度
の
ご
く
僅
か
な
記
述
し
か
な
い
。

（
六
）
本
稿
で
は
、
孫
和
お
よ
び
彼
に
侍
從
し
た
と
い
う
記
録
の
あ
る
韋
昭
・
蔡
穎
・
張
純

・
封
俌
・
嚴
維
ら
を
「
孫
和
陣
營
」
と
稱
し
、
二
宮
事
件
の
「
太
子
派
」
と
は
や
や

異
な
る
も
っ
と
狹
い
範
圍
の
人
的
關
係
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
七
）
【
第
一
段
落
】

①

蓋
聞
君
子
恥
當
年
而
功
不
立
、
疾
沒
世
而
名
不
稱
。
故
曰
、

②

學

如
不
及
、
猶
恐
失
之
。
是
以
古
之
志
士
、
悼
年
齒
之
流
邁
、
而
懼
名
稱
之
不
立
也
。

故
勉
精
厲
操
、
晨
興
夜
寐
、
不
遑
寧
息
。
經
之
以
歳
月
、
累
之
以
日
力
。

③

若
甯
越

之
勤
・
董
生
之
篤
、
漸
漬
德
義
之
淵
、
棲
遲
道
藝
之
域
。

④

且
以
西
伯
之
聖
・
姫
公

之
才
、
猶
有
日
昃
待
旦
之
勞
。
故
能
隆
興
周
道
、
垂
名
億
載
。
況
在
臣
庶
、
而
可
以

已
乎
。
歴
觀
古
今
立
功
名
之
士
、
皆
有
累
積
殊
異
之
迹
、
勞
身
苦
體
、
契
闊
勤
思
、

平
居
不
墮
其
業
、
窮
困
不
易
其
素
、

⑤

是
以
卜
式
立
志
於
耕
牧
、

⑥

而
黄
霸
受
道
於
囹

圄
、
終
有
榮
顯
之
福
、
以
成
不
朽
之
名
。

⑦

故
山
甫
勤
於
夙
夜
、

⑧

而
呉
漢
不
離
公
門
、

豈
有
游
惰
哉
（
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
）
。
な
お
、
本
稿
の
「
博
弈
論
」
の
區

切
り
方
は
、
中
華
書
局
本
『
三
國
志
』
韋
曜
傳
を
參
考
に
し
て
い
る
。

（
八
）
『
論
語
』
衞
靈
公
篇
に
、
「
君
子
疾
沒
世
而
名
不
稱
焉
」
と
あ
り
、
泰
伯
篇
に
、
「
學

如
不
及
、
猶
恐
失
之
」
と
あ
る
。
「
博
弈
論
」
の
典
據
に
つ
い
て
は
『
文
選
』
卷
五
十
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二

論
二

「
博
弈
論
」
の
李
善
注
に
詳
し
い
。

（
九
）
卜
式
は
『
漢
書
』
卷
五
十
八

卜
式
傳
、
黄
覇
は
『
漢
書
』
卷
八
十
九

循
吏

黄
覇

傳
、
呉
漢
は
『
後
漢
書
』
卷
十
八

呉
漢
傳
に
そ
れ
ぞ
れ
專
傳
が
あ
る
。
仲
山
甫
は
正

史
に
專
傳
が
な
く
、
『
史
記
』
卷
四

周
本
紀
を
は
じ
め
、
樣
々
な
文
獻
で
斷
片
的
に

名
が
見
え
る
。

（
一
〇

）
【
第
二
段
落
】
今
世
之
人
多
不
務
經
術
、
好
翫
博
弈
、
廢
事
棄
業
、
忘
寢
與
食
、
窮

日
盡
明
、
繼
以
脂
燭
。
當
其
臨
局
交
爭
、
雌
雄
未
決
、
專
精
鋭
意
、
心
勞
體
倦
、
人

事
曠
而
不
脩
、
賓
旅
闕
而
不
接
、
雖
有
太
牢
之
饌
、
韶
夏
之
樂
、
不
暇
存
也
。
至
或

賭
及
衣
物
、
徙
棊
易
行
、
廉
恥
之
意
弛
、
而
忿
戻
之
色
發
、
然
其
所
志
不
出
一
枰
之

上
、
所
務
不
過
方
罫
之
閒
、
勝
敵
無
封
爵
之
賞
、
獲
地
無
兼
土
之
實
、
技
非
六
藝
、

用
非
經
國
。
立
身
者
不
階
其
術
、
徴
選
者
不
由
其
道
。

①

求
之
於
戰
陳
、
則
非
孫
・

呉
之
倫
也
。

②

考
之
於
道
藝
、
則
非
孔
氏
之
門
也
。

③

以
變
詐
爲
務
、
則
非
忠
信
之
事

也
。

④

以
劫
殺
爲
名
、
則
非
仁
者
之
意
也
。
而
空
妨
日
廢
業
、
終
無
補
益
。
是
何
異

設
木
而
擊
之
、
置
石
而
投
之
哉
。

⑤

且
君
子
之
居
室
也
、
勤
身
以
致
養
、
其
在
朝
也
、

竭
命
以
納
忠
、
臨
事
且
猶
旰
食
。
而
何
博
弈
之
足
耽
。
夫
然
、
故
孝
友
之
行
立
、
貞

純
之
名
彰
也
（
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
）
。

（
一
一

）
『
藝
文
類
聚
』
卷
七
十
四

巧
藝
部
に
、
「
後
漢
班
固
弈
旨
曰
、
北
方
之
人
、
謂
棊
爲

弈
。
弘
之
説
之
擧
大
略
、
局
必
方
正
、
象
地
則
也
。
道
必
正
直
、
神
明
德
也
。
棊
有

白
黑
、
陰
陽
分
也
。
駢
羅
列
布
、
效
天
文
也
。
四
象
既
陳
、
行
之
在
人
、
蓋
王
政
也
。

…
…
上
有
天
地
之
象
、
次
有
帝
王
之
治
、
中
有
五
霸
之
權
、
下
有
戰
國
之
事
。
覽
其

得
失
、
古
今
略
備
」
と
あ
る
。
ま
た
同
卷
七
十
四
に
は
馬
融
の
「
圍
棊
賦
」
も
收
め

ら
れ
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
先
人
が
評
價
し
た
點
を
否
定
し

て
儒
教
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
、
孫
和
や
韋
昭
の
意
圖
を
窺
え
る
。

（
一
二

）
【
第
三
段
落
】

①

方
今
、
大
呉
受
命
、
海
内
未
平
。

②

聖
朝
乾
乾
、
務
在
得
人
。
勇

略
之
士
、
則
受
熊
虎
之
任
、
儒
雅
之
徒
、
則
處
龍
鳳
之
署
、
百
行
兼
苞
、
文
武
並
騖
。

③

博
選
良
才
、
旌
簡
髦
俊
、
設
程
試
之
科
、
垂
金
爵
之
賞
。
誠
千
載
之
嘉
會
、
百
世

之
良
遇
也
。
當
世
之
士
、
宜
勉
思
至
道
、
愛
功
惜
力
、
以
佐
明
時
、
使
名
書
史
籍
、

勳
在
盟
府
、

④

乃
君
子
之
上
務
、
當
今
之
先
急
也
（
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
）
。

（
一
三

）
魏
明
帝
～
曹
爽
輔
政
期
周
邊
に
關
す
る
論
考
に
は
、
佐
藤
達
郎
「
曹
魏
文
・
明
帝
期

の
政
界
と
各
族
層
の
動
向

―
陳
羣
・
司
馬
懿
を
中
心
に
―
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
五

十
二
卷
一
號
、
一
九
九
三
年
六
月
）
、
福
原
啓
郎
『
西
晉
の
武
帝

司
馬
炎
』（
白
帝
社
、

一
九
九
五
年
）
、
拙
稿
「
繆
襲
の
政
治
的
位
置
」
（
『
三
國
志
研
究
』
第
四
號
、
二
〇
〇

九
年
九
月
）
な
ど
が
あ
る
。
蔣
琬
・
費
禕
輔
政
期
に
關
す
る
論
考
に
は
、
渡
邉
義
浩

「
蜀
漢
政
權
の
支
配
と
益
州
人
士
」
（
『
史
境
』
第
八
號
、
一
九
八
九
年
／
『
三
國
政

権
の
構
造
と
「
名
士
」
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
收
）
、
滿
田
剛
「
諸
葛
亮
歿

後
の
「
集
団
指
導
体
制
」
と
蔣
琬
政
権
」
（
『
創
価
大
學
人
文
論
集
』
第
十
七
號
、
二

〇
〇
五
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
一
四

）
こ
れ
ら
は
列
傳
等
の
記
録
に
よ
り
沒
年
が
判
明
し
て
い
る
者
だ
け
で
あ
り
、
戰
死
や

刑
死
な
ど
の
突
發
的
な
死
で
は
な
く
、
病
死
・
自
然
死
な
ど
で
沒
し
て
い
る
。
軍
部

の
朱
桓
・
孫
韶
を
除
き
、
い
ず
れ
も
儒
家
的
教
養
を
身
に
付
け
た
者
で
あ
る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
點
で
あ
ろ
う
。

（
一
五

）
孫
霸
字
子
威
、
（
孫
）
和
〔
同
母
〕
弟
也
。
和
爲
太
子
、
霸
爲
魯
王
、
寵
愛
崇
特
、

與
和
無
殊
。
頃
之
、
和
・
霸
不
穆
之
聲
聞
於
權
耳
、
權
禁
斷
往
來
、
假
以
精
學
（
『
三

國
志
』
卷
五
十
九

孫
覇
傳
）
。

（
一
六

）
初
權
既
立
和
爲
太
子
、
而
封
霸
爲
魯
王
、
初
拜
猶
同
宮
室
、
禮
秩
未
分
。
羣
公
之
議
、

以
爲
、
太
子
・
國
王
上
下
有
序
、
禮
秩
宜
異
。
於
是
分
宮
別
僚
、
而
隙
端
開
矣
。
自

侍
御
賓
客
造
爲
二
端
、
仇
黨
疑
貳
、
滋
延
大
臣
。
丞
相
陸
遜
・
大
將
軍
諸
葛
恪
・
太

常
顧
譚
・
驃
騎
將
軍
朱
據
・
會
稽
太
守
滕
胤
・
大
都
督
施
績
・
尚
書
丁
密
等
奉
禮
而

行
、
宗
事
太
子
、
驃
騎
將
軍
歩
騭
・
鎭
南
將
軍
呂
岱
・
大
司
馬
全
琮
・
左
將
軍
呂
據

・
中
書
令
孫
弘
等
附
魯
王
、
中
外
官
僚
・
將
軍
・
大
臣
、
舉
國
中
分
（
『
三
國
志
』
卷

五
十
九

孫
和
傳
注
引
『
通
語
』
）
。

（
一
七

）
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
に
は
、
注
（
三
）
所
掲
の
文
に
續
い
て
「
是
の
後
、

王
夫
人
と
全
公
主
に
隙
有
り
。
…
…
（
是
後
、
王
夫
人
與
全
公
主
有
隙
。
…
…
）
」
と

あ
る
。
全
公
主
の
讒
言
に
よ
り
兩
派
の
關
係
が
險
惡
に
な
り
、
陸
遜
・
顧
譚
・
吾
粲

ら
が
嫡
庶
の
義
を
孫
權
に
説
い
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
博
弈
論
」
は
孫
和
の
立

太
子
以
降
よ
り
陸
遜
が
沒
す
る
二
四
五
年
二
月
ま
で
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
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か
で
あ
る
。

（
一
八

）
方
北
辰
「
論
孫
呉
的"

二
宮
搆
爭"

」
（
『
四
川
大
學
學
報
叢
刊
』
第
三
十
七
輯
、
一
九

八
八
年
三
月
）
お
よ
び
渡
邉
義
浩
「
孫
呉
政
權
の
展
開
」
（
『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會

誌
』
第
四
十
號
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
／
「
君
主
權
の
強
化
と
孫
呉
政
權
の
展
開
」
と

改
題
・
改
訂
し
て
『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名
士
」
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に

所
收
）
を
參
照
。
こ
の
他
、
二
宮
事
件
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
大
川
富
士
夫
「
全
公

主
小
考
」
（
『
立
正
史
學
』
第
四
十
號
、
一
九
七
六
年
三
月
）
、
注
（
五
）
所
掲
王
永
平

書
な
ど
が
あ
る
。

（
一
九

）
【
第
四
段
落
】
夫
一
木
之
枰
、
孰
與
方
國
之
封
。
枯
棊
三
百
、
孰
與
萬
人
之
將
。
袞

龍
之
服
、
金
石
之
樂
、
足
以
兼
棋
局
而
貿
博
弈
矣
。
假
令
世
士
移
博
弈
之
力
、

①

而

用
之
於
詩
書
、
是
有
顏
・
閔
之
志
也
。

②

用
之
於
智
計
、
是
有
良
・
平
之
思
也
。

③

用

之
於
資
貨
、
是
有
猗
頓
之
富
也
。

④

用
之
於
射
御
、
是
有
將
帥
之
備
也
。
如
此
則
功

名
立
、
而
鄙
賤
遠
矣
（
『
三
國
志
』
卷
六
十
五

韋
曜
傳
）
。

（
二
〇

）
皇
子
和
仁
孝
聰
哲
、
德
行
清
茂
。
宜
早
建
置
、
以
繫
民
望
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
登
傳
）
。
渡
邊
信
一
郎
「
仁
孝
―
あ
る
い
は
二
～
七
世
紀
中
國
の
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

形
態
と
國
家
―
」
（
『
史
林
』
第
六
一
卷
第
二
號
、
一
九
七
八
年
三
月
／
「
仁
孝
―
六

朝
隋
唐
期
の
社
會
救
濟
論
と
國
家
―
」
と
改
題
し
て
、
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造

―
専
制
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
に
所
收
）
に
よ
れ
ば
、

「
仁
孝
」
が
次
代
の
皇
帝
た
る
べ
き
皇
太
子
の
資
質
を
表
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
渡
邊
は
主
に
北
朝
隋
唐
期
の
例
を
擧
げ
る
が
、
孫
登
の
遺
言
や
、

注
（
二
二

）
所
掲
の
崔
琰
傳
に
見
え
る
「
仁
孝
」
は
そ
の
先
驅
的
用
例
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
、『
三
國
志
』
卷
五
十
九

孫
登
傳
注
引
『
呉
書
』
に
は
、「
弟
の
（
孫
）

和
は
寵
を
（
孫
）
權
に
有
し
、（
孫
）
登

親
ら
敬
し
、
之
を
待
す
る
こ
と
兄
の
如
く
、

常
に
之
を
讓
ら
ん
と
欲
す
る
の
心
有
り
（
弟
和
有
寵
於
權
、
登
親
敬
。
待
之
如
兄
、

常
有
欲
讓
之
心
）
」
と
あ
り
、
孫
登
は
常
々
孫
和
に
太
子
の
座
を
讓
ろ
う
と
し
て
い
た

と
い
う
。
韋
昭
が
『
呉
書
』
を
撰
定
し
た
の
は
二
宮
事
件
よ
り
も
後
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
孫
和
を
韋
昭
が
廻
護
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
一

）
孫
權
に
は
男
子
が
七
人
お
り
、
帝
位
に
即
か
な
か
っ
た
五
人
の
兄
に
つ
い
て
は
『
三

國
志
』
卷
五
十
九

呉
主
五
子
傳
に
そ
れ
ぞ
れ
列
傳
が
あ
る
。
こ
の
他
、
孫
權
に
は
歩

夫
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
魯
班
（
全
公
主
）
・
魯
育
（
朱
公
主
）
と
い
う
娘
が
い
る
。

ま
た
、
孫
和
の
子
の
孫
晧
が
第
四
代
皇
帝
と
な
る
。

孫
權

登
〔
二
〇
九
～
二
四
一
年
、
宣
太
子
〕

慮
〔
二
一
三
～
二
三
二
年
、
建
昌
侯
〕

和
〔
二
二
三
～
二
五
二
年
、
廢
太
子
・
南
陽
王
〕

覇
〔
？
～
二
五
〇
年
、
魯
王
〕

奮
〔
生
沒
年
不
詳
、
齊
王
・
章
安
侯
〕

休
〔
二
三
五
～
二
六
四
年
、
第
三
代
景
帝
〕

亮
〔
二
四
三
～
二
六
〇
年
、
第
二
代
廢
帝
〕

（
二
二

）
『
三
國
志
』
卷
十
二

崔
琰
傳
に
、
「
蓋
聞
、
春
秋
之
義
、
立
子
以
長
。
加
五
官
將
仁

孝
聰
明
、
宜
承
正
統
。
（
崔
）
琰
以
死
守
之
」
と
あ
る
。
崔
琰
は
『
春
秋
公
羊
傳
』
隱

公
元
年
の
「
適
を
立
つ
る
に
は
長
を
以
て
し
、
賢
を
以
て
せ
ず
。
子
を
立
つ
る
の
は

貴
を
以
て
し
、
長
を
以
て
せ
ず
（
立
適
以
長
、
不
以
賢
。
立
子
以
貴
、
不
以
長
）
」
と

い
う
儒
教
的
價
値
觀
と
理
屈
に
基
づ
き
、
曹
植
が
兄
の
娘
婿
と
い
う
關
係
に
あ
り
な

が
ら
も
、
あ
く
ま
で
長
子
の
曹
丕
を
太
子
に
推
し
て
い
る
。

（
二
三

）
太
祖
又
嘗
屏
除
左
右
問
詡
、
詡
嘿
然
不
對
。
太
祖
曰
、
與
卿
言
而
不
答
、
何
也
。
詡

曰
、
屬
適
有
所
思
、
故
不
即
對
耳
。
太
祖
曰
、
何
思
。
詡
曰
、
思
袁
本
初
・
劉
景
升

父
子
也
。
太
祖
大
笑
、
於
是
太
子
遂
定
（
『
三
國
志
』
卷
十

賈
詡
傳
）
。

（
二
四

）
こ
こ
で
は
曹
魏
の
例
を
擧
げ
る
が
、
孫
呉
の
皇
帝
即
位
や
立
太
子
に
お
け
る
詳
細
な

記
録
・
詔
等
は
確
認
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
二
二
九
年
に
孫
權
が
南
郊
祭
祀
を
行
っ

た
際
の
告
代
祭
天
文
は
、
『
三
國
志
』
本
文
に
な
く
裴
松
之
注
引
『
呉
録
』
に
見
え
、

孫
休
が
子
を
太
子
に
立
て
た
際
の
詔
も
ま
た
裴
松
之
注
引
『
呉
録
』
に
の
み
見
え
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
孫
呉
を
正
統
と
見
做
さ
ず
、
即
位
・
立
太
子
の
際
の
記
録
を

採
録
し
な
か
っ
た
陳
壽
の
偏
向
が
窺
え
る
。

（
二
五

）
二
宮
事
件
當
時
、
孫
權
は
皇
后
を
立
て
て
お
ら
ず
、
ま
た
注
（
一
五

）
所
掲
の
孫
覇
傳

に
よ
れ
ば
、
孫
和
と
孫
覇
は
同
母
兄
弟
と
さ
れ
る
。
孫
覇
の
母
に
つ
い
て
は
異
説
も

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
母
親
に
決
定
的
な
貴
賤
の
差
が
な
い
以
上
、
二
者
の
立



- 43 -

韋昭「博弈論」と儒教的理念

場
は
儒
教
的
觀
點
か
ら
す
れ
ば
年
長
の
孫
和
に
理
が
あ
る
。
ま
し
て
や
夭
逝
し
た
前

太
子
の
孫
登
が
儒
教
的
評
價
を
以
て
孫
和
を
推
し
て
い
た
以
上
、
儒
教
は
孫
和
の
立

太
子
の
正
統
性
を
保
證
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

（
二
六

）
文
學
を
例
に
擧
げ
る
と
、
渡
邉
義
浩
「
三
國
時
代
に
お
け
る
「
文
學
」
の
政
治
的
宣

揚

―
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
點
か
ら
―
」（
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
四
卷
第
三
號
、

一
九
九
五
年
十
二
月
／
「
「
文
學
」
の
宣
揚
」
と
改
題
し
て
『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名

士
」
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
收
）
は
、
儒
教
を
掲
げ
る
「
名
士
」
に
對
抗

し
て
、
新
た
な
價
値
基
準
を
創
出
す
る
た
め
に
文
學
を
宣
揚
し
た
と
す
る
。
ま
た
、

矢
田
博
士
「
三
國
時
代
の
蜀
お
よ
び
呉
に
お
け
る
詩
作
の
實
態
に
つ
い
て
」
（
『
狩
野

直
禎
先
生
傘
壽
記
念

三
國
志
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
詩
作
は
曹

魏
で
五
言
が
流
行
し
た
の
と
對
象
的
に
、
孫
呉
や
蜀
漢
で
は
後
漢
の
時
代
と
同
樣
、

依
然
と
し
て
『
詩
經
』
に
由
來
す
る
四
言
を
主
と
し
て
い
た
と
す
る
。
「
博
弈
論
」
に

お
け
る
儒
教
重
視
の
要
因
を
、
新
興
文
化
的
價
値
の
未
成
熟
な
地
域
性
に
求
め
る
こ

と
は
確
か
に
で
き
よ
う
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
、
二
宮
事
件
と
い
う
喫
緊
の
事
情
が
優

先
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（
二
七

）
例
え
ば
朱
據
は
、「
臣
聞
く
な
ら
く
、
太
子
は
國
の
本
根
な
り
。
雅
性
仁
孝
な
れ
ば
、

天
下
心
を
歸
す
。
今
、
卒
か
に
之
を
責
む
れ
ば
、
將
に
一
朝
の
慮
有
ら
ん
と
す
。
…

…
（
臣
聞
、
太
子
國
之
本
根
。
雅
性
仁
孝
、
天
下
歸
心
。
今
卒
責
之
、
將
有
一
朝
之

慮
。
…
…
）
」
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
七

朱
據
傳
注
引
『
通
語
』
）
と
述
べ
、
「
仁
孝
」

と
い
う
儒
教
的
理
念
に
基
づ
き
孫
和
を
擁
護
し
て
い
る
。
「
仁
孝
」
が
皇
太
子
の
資
質

を
表
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
は
注
（
二
〇

）
所
掲
渡
邊
論
文
を
參
照
。

（
二
八

）
歩
騭
は
儒
家
的
教
養
を
身
に
付
け
て
い
な
が
ら
も
、
孫
權
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
歩
夫

人
と
同
族
で
あ
っ
た
た
め
、
孫
權
に
阿
諛
す
る
形
で
魯
王
派
に
與
し
た
。
『
三
國
志
』

卷
五
十
九

孫
和
傳
の
裴
松
之
注
は
、
嫡
庶
の
義
を
無
視
し
て
魯
王
派
に
與
し
た
歩
騭

の
行
動
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
二
九

）
注
（
五
）
所
掲
王
論
文
は
兩
派
の
人
員
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
參

考
に
し
て
派
閥
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

太
子
派
―
―
陸
遜
・
諸
葛
恪
・
顧
譚
・
朱
據
・
滕
胤
・
施
績
・
丁
密
・
顧
悌
・
張

純
・
吾
粲
・
姚
信
・
紀
陟
・
是
儀
・
張
休
・
屈
晃
・
羊
衜

魯
王
派
―
―
歩
騭
・
呂
岱
・
全
琮
・
呂
據
・
孫
弘
・
呉
安
・
楊
竺
・
孫
奇
・
諸
葛

綽
・
孫
峻

彼
ら
の
多
く
が
彈
壓
を
受
け
、
例
え
ば
陸
遜
は
流
罪
の
の
ち
憤
死
（
『
三
國
志
』
卷
五

十
八

陸
遜
傳
）
、
吾
粲
は
讒
言
を
受
け
て
誅
殺
（
『
三
國
志
』
卷
五
十
七

吾
粲
傳
）
、

韋
昭
と
と
も
に
孫
和
の
ブ
レ
イ
ン
を
務
め
た
張
純
は
幽
閉
の
の
ち
棄
市
さ
れ
た
（
『
三

國
志
』
卷
五
十
九

孫
和
傳
注
引
『
呉
書
』
）
。
二
宮
事
件
後
、
諸
葛
恪
は
魯
王
派
に
屬

し
て
い
た
孫
弘
を
殺
害
す
る
な
ど
、
孫
呉
人
士
の
間
に
深
い
亀
裂
を
殘
し
た
。

（
三
〇

）
『
文
選
』
を
編
纂
し
た
昭
明
太
子
蕭
統
は
、
『
梁
書
』
卷
八

昭
明
太
子
傳
に
、
「
太
子

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聰
叡
、
三
歳
に
し
て
孝
經
・
論
語
を
受
け
、
五
歳
に
し
て

遍
く
五
經
を
讀
み
、
悉
く
能
く
諷
誦
す
。
五
年
六
月
庚
戌
、
始
め
て
出
で
て
東
宮
に

居
る
。
太
子
は
性
仁
孝
に
し
て
、
宮
を
出
で
て
自
り
、
恒
に
思
戀
し
て
樂
し
ま
ず
（
太

子
生
而
聰
叡
、
三
歳
受
孝
經
・
論
語
、
五
歳
遍
讀
五
經
、
悉
能
諷
誦
。
五
年
六
月
庚

戌
、
始
出
居
東
宮
。
太
子
性
仁
孝
、
自
出
宮
、
恒
思
戀
不
樂
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幼

い
頃
よ
り
經
書
を
學
び
、
「
仁
孝
」
と
い
う
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
以
て
評
さ
れ
た
。

想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
蕭
統
自
身
が
太
子
と
し
て
の
正
統
性
を
補
強
す
る
た
め
に
、

韋
昭
「
博
弈
論
」
を
『
文
選
』
に
採
録
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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